
労使における男女間賃金格差解消の取組方法に関

するこれまでの研究会での議論について

１ 男女間賃金格差解消への企業の取組方法の枠組みについて

● ガイドラインの見直しの方向性について

・ 賃金・雇用管理制度そのものには性の要素は入っておらず、実際には、

仕事や能力開発機会の割り振りなど運用の問題が原因として大きいので

はないか。

・ 仕事の割り振りなどを行っているのは現場のマネジャーであるので、

現場のマネジャーで特に女性の部下を持っているような方に対して響

くようなものにする

● 企業内における見直しの方法について

・ ポジティブ・アクションは、女性管理職の目標等を定めるだけではな

く、チェックリストや男女別データで状況の把握、分析を行い、ＰＤＣ

Ａの仕掛けを提案してはどうか。

● チェックリストの目的について

・ 仕事配分をするときに女性と男性では能力に見合った配分をしていな

いなど、男女間賃金格差の原因を明らかにする項目を従来のモチベーシ

ョン調査に盛り込み、女性のモチベーションや労働力の有効活用ができ

ているかということをチェックリストとして提示してはどうか。

● 男女別賃金や勤続年数、男女割合等男女別データの把握について

・ 企業は賃金格差の実態の計算と分析をしておらず、問題を認識してい

ない可能性があるため、気づきが必要。

・ 男女の割合、勤続年数、男女別賃金（コース別賃金）、１０年勤続時

点の状況、既婚率、役職者比率、子どもがいる女性社員の比率などを把

握することを企業に提案してはどうか。
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２ 具体的なチェック項目について

・ 制度そのものよりもその運用が問題であるとすれば、業務の配分、仕

事の割り振り、能力開発機会の割り振りなどの運用をチェックしてはど

うか。

・ 総合職などで急な残業対応や頻繁な全国転勤などを要件とした制度と

なっていると、家庭責任を持つ女性が対応できない。業務上の必要性が

あれば良いが、真に必要な範囲であるかどうかチェックするよう提言し

てはどうか。

・ 総合職、一般職、地域限定職などのコース間や職種間で賃金などの処

遇に差があることは法的には違法ではないが、処遇が職務内容を反映し

ているかどうかチェックしてはどうか。

・ 相対的に賃金が低い職種について意識調査を行い、賃金差によってモ

チベーションが下がっていないかどうか調べてはどうか。

・ 事実上求められる働き方として無理の利く働き方が優先され、能力差、

昇進格差となって賃金格差がついてくる。労働時間の管理のあり方、弾

力的な労働時間管理の運用のしやすさ、あるいは利用のしやすさについ

てのチェックをしてはどうか。

・ 制度の運用において、昇進対象などで男性の方を無意識に高く評価し、

優先することが残っているのではないか。本来どのような人が就くべき

か、男性優位のゆがみが入っていないか、チェックする必要があるので

はないか。
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モラール・サーベイ的手法による 

労使の取組を促すツールの作成とその検討状況 

平成 21 年 12 月 25 日 

労働政策研究・研修機構（JILPT） 

 JILPT においては、厚生労働省（雇用均等政策課）からの研究要請に基づき、男女間賃金格差解

消に向けた労使の取組を促すことを目的として、取組の必要性の「気づき」と取組の方向性を理解

する契機となる「モラール・サーベイ的手法による労使の取組を促すツール」を作成する。 

 このため、学識経験者の参加も得て次のメンバーからなる「ワーキング・グループ」（WG）

を開催し、今年度中の完成をめざすこととしている。（12 月 9 日第１回、12 月 15 日第２回開

催済み。次回１月 18 日開催予定。） 

 完成したツール（「企業の性中立的な従業員活用・育成力に関する自己理解ツール」（仮称））

は、厚生労働省で開催されている男女間賃金格差に関する研究会に提供するとともに、実践的

な活用に供することをめざす。 

 

（ＷＧメンバー） 

（座長）今野 浩一郎  学習院大学経済学部経営学科 教授 

小澤 明子   (株)高島屋柏店販売第１部 副部長 

木谷 宏    学習院大学経済学部経営学科 特別客員教授 

芝沼 芳枝   (株)トランストラクチャ 人事コンサルタント 

浅尾 裕    JILPT 労働政策研究所所長／主席統括研究員 

藤井 宏一   JILPT 統括研究員 

   ※オブザーバー参加 厚生労働省雇用均等政策課長 以下担当職員 

 

（ツールの構成） 

１．「企業の性中立的な従業員活用・育成力を自己理解するためのアウトカム指標」 

企業の人事担当者が自社のデータを入力し、主要な結果指標を作成・検証することができ、自

社の性中立的な従業員活用・育成力を評価する際の基礎資料となる簡易なシステムとする。（別

添１参照／p2） 

２．「企業の性中立的な従業員活用・育成力を自己理解するためのインカム指標」 

社員を対象とした調査で、既存のモラール・サーベイと併せて、又は単独で実施し、自社の人

事労務管理が性中立なものになっているかどうかに関する社員の意識、評価を把握するもの。

（別添２参照／p11） 

 

 （活用の流れ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インカム指標 
問題点の気づき 

対応の方向性 
労使による取組 

アウトカム指標 人事管理指標の動き 

簡易システムの活用 

社員調査 

人事管理指標の動き 
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（別添１）アウトカム指標について 

○システムのイメージ 

 

 

人事担当部局等で

自社のデータを入

力する。 

 

アウトカム指標が自

動的に計算されて表

示される。 

 

アウトカム指標を見

ながら自己評価を記

入する。 
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○アウトカム指標項目案について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ．採用に関する指標 

 

 Ⅰ―１．新規学卒者の採用実績 

  指標１－１ コース別の採用実績（コース別採用がない場合は、「総合職」欄に記入） 

１－１－① 大卒「総合職」採用における女性の占める割合 

 

 

          ％ 

【指標】 

４年制大学／大学院新規学卒者の「総合職」採用実績（事務・

技術系）において、次式で算出。（正社員に限る。以下同じ。） 

     〔女性の採用数〕 

    〔男女計の採用数〕 

  ※過去３年間の推移をみる。（以下同じ。） 

１－１－② 「一般職」採用における女性の占める割合 

 

 

          ％ 

【指標】 

４年制大学／大学院新規学卒者の「一般職」採用実績（事務・

技術系）において、次式で算出。 

     〔女性の採用数〕 

    〔男女計の採用数〕 

 

 

Ⅰ―２．中途採用の実績 

  指標１－２ 中途採用実績 

１－１ 中途採用における女性の占める割合 

 

 

          ％ 

【指標】 

中途採用実績（事務・技術系）において、次式で算出。 

     〔女性の採用数〕 

    〔男女計の採用数〕 

 

 

 

 以下の指標は、企業における採用、配置、処遇などの人事労務管理（人的資源管理）が、男女に

とらわれない「性中立」なものになっているかについて、様々な結果指標に基づいて自己点検する

際に活用していただくことを目的として作成されたものです。 

「性中立」的な人事労務管理の実現のためには、制度面の整備にとどまらず、その運用や実施過

程においてその趣旨が活かされ、実践されていることが重要となっています。このサーベイ票では、

制度ではなく実践面に焦点をあてて、実践から生じる様々な結果指標を総合的に整理しています。

これらの指標を分析、検証することを通じて、自社の「性中立的な従業員活用・育成力」を判断・

評価していただき、次のステップに向けた取組につなげていただければ幸いです。 

なお、このサーベイ票に掲げた結果指標は例示としての性格をもっており、それぞれの企業にお

いて独自の指標を検討・追加され、実施していただければ一層有効なものになると考えられます。 

×100 

×100 

×100 
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Ⅱ．配置に関する指標 

 Ⅱ―１－１．本年度新規学卒者の初任配属 

  指標２－１ 「総合職」採用者の初任配属実績（コース別採用がない場合を含む。） 

２－１ 大卒「総合職」採用者の初任配属部門分離度指標 

 

 

 

 

           

【指標】 

４年制大学／大学院新規学卒者の「総合職」採用者（事務・技

術系）の初任配属実績において、各部門への配属割合を男女別に

計算し、部門ごとに男性採用者の配属割合から女性のそれを差し

引いたものの絶対値を求め、それを全部門について合計したもの

を２で割って求める。 

 （Σ（｜Ｍ(i)－Ｆ(i)｜））／２ 

   (i) 

Ｍ(i)：i 部門における男性配属者数が男性採用者総数に占める割

合（％） 

Ｆ(i)：i 部門における女性配属者数が女性採用者総数に占める割

合（％） 

※ 「部門」については、「事務」、「営業・販売」、「現業」、「技

術・開発」、「サービス」及び「その他」を標準形とし、その

ほか、他の視点（例：本社・地域など）の区分についても計

算されることが望まれる。 

 

 Ⅱ―２．コース別雇用制度におけるコース間転換の実績 

  指標２－２ コース間転換の実績（雇用コースがない場合は不要。） 

２－２ コース間転換実績に関する指標 

 

男性   女性 

 

人    人 

【指標】 

当該年度における「総合職」と「一般職」との間など、コース

間の転換実績において、あるコースから別のコースへの男女別転

換人数。 

  

Ⅱ―３．人事異動・転勤の実績 

  指標２－３ 人事異動・転勤の実績 

２－３ 人事異動・転勤の実績に関する指標 

 

①人事異動があった社

員に占める女性割合 

 

        ％ 

②転居をともなう転勤

をした社員に占める女

性の割合 

 

        ％ 

（男女ともない場合も） 

【指標】 

①当該年度において人事異動の対象となった社員数の実績にお

いて、次式で算出。 

     〔女性の人事異動者数〕 

    〔男女計の人事異動者数〕 

②当該年度において転居を伴う転勤の実績において、次式で算

出。 

     〔女性の転勤者数〕 

    〔男女計の転勤者数〕 

※いわゆる「育成期間」にある社員や「能力発揮期間」にある社

員などの別に指標を算出することも望まれる。 

×100 

×100 
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Ⅲ．育成、能力開発、キャリア形成に関する指標 

 Ⅲ―１．社内研修の実施状況 

  指標３－１ 各種社内研修の受講者 

３－１ 各種社内研修の受講者に関する指標 

 

①当該研修受講者に占め

る女性の割合 

 

        ％ 

②男女別の社員に占める

研修受講者の割合 

  男性   女性 

 

     ％    ％ 

【指標】 

当該年度における本社人事部が実施する各種社内研修（外部の

教育訓練機関への派遣を含む。）の受講者のうち女性社員の占め

る割合及び男女別の社員に占める当該受講者数の割合である。 

対象となる社内研修には、次のようなものがある。 

・業務能力向上研修 

・階層別研修 

・管理監督者研修 

 

 

 

Ⅳ．評価に関する指標 

 Ⅳ―１．評価結果分布の状況 

  指標４－１ 評価結果分布の状況 

４－２ 評価結果分布の状況に関する指標 

①スコアの平均値 

  男性   女性 

 

           

 

②平均値の違いの有無

に関するｔ検定上の有

意確率 

 

 

【指標】 

 当該年度における評価結果について、例えば５段階評価の場合

には、５から１までのスコアを与え、次の指標を算出する。 

①男女別にスコアの平均値を計算する。 

②その上で、ｔ検定により、男女の平均値に統計上違いはないと

の帰無仮説を検証する。 

 

 ※職位など種々のグループ別に検証されることが望まれる。 

 

 

 

 

 

Ⅴ．昇進、昇格に関する指標 

 Ⅴ―１．大卒採用者の昇格の状況 

  指標５－１ 大卒「総合職」採用者の昇格の状況 

（「総合職」の区分がないときは、大卒者全員について） 

５－１① 主任・係長クラス昇進者に占める女性の割合に関する指標 

 

 

         ％ 

【指標】 

 大卒「総合職」採用の社員で当該年度において主任・係長クラ

スに昇進した社員に占める女性の割合。次式で算出。 

     〔女性の主任・係長昇進者数〕 

    〔男女計の主任・係長昇進者数〕 

 

×100 
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５－１② 課長クラス昇進者に占める女性の割合に関する指標 

 

 

         ％ 

【指標】 

 大卒「総合職」採用の社員で当該年度において課長クラスに昇

進した社員に占める女性の割合。次式で算出。 

     〔女性の課長昇進者数〕 

    〔男女計の課長昇進者数〕 

 

 

Ⅵ．賃金に関する指標 

 Ⅵ―１ 特定の勤続年数における男女別の賃金の状況 

  指標６－１ 特定の勤続年数における男女別賃金額の差異 

６－１ 特定の勤続年数における男女別賃金額の差異に関する指標 

 

賃金格差指数 

・勤続５年 

 

・勤続 10 年 

 

・勤続 15 年 

 

・勤続 20 年 

【指標】 

 学歴別や雇用コースがある場合にはコース別に、特定の勤続年

数（例えば５年、10 年、15 年、20 年など）の社員について男女

別に平均賃金を計算し、男女間格差を算出したもの。 

具体的には、特定の勤続年数の社員について、次の算式で算定

される賃金格差指数。 

    〔女性の平均賃金〕 

    〔男性の平均賃金〕 

 ※賃金は、基本給を標準形とする。そのほか月例給（残業代を

含まないもの、含んだもの）、賞与を含めた年収ベースなど

で計算され、分析されることが望まれる。また、同じ学歴、

雇用コースの社員について計算され、分析されることも望ま

れる。 

 

Ⅶ．退職に関する指標 

 Ⅶ―１．新規学卒採用後３年間及び 10 年間の退職者の状況 

  指標７－１ 新規学卒採用後３年間及び 10 年間の退職者の状況 

７－１ 新規学卒採用後３年間及び 10 年間の退職状況に関する指標 

 

・新卒採用後３年間の退

職率 

  男性   女性 

 

     ％    ％ 

・新卒採用後 10 年間の

退職率 

  男性   女性 

 

     ％    ％ 

・・・・・・ 

【指標】 

 当該年度の３年前及び 10 年前における新規学卒採用者のうち

すでに退職した者の割合を男女別にみた指標。次式により算定。 

 

  〔分母のうち既に退職した者の数〕 

 〔３（又は 10）年前の新規学卒採用数〕 

 

※大卒、短大卒、高専卒など学歴別に算定することが望まし

い。採用後 10 年目の社員についても同様とする。 

 

×100 

×100 

×100 



7 

 

 Ⅶ―２．当該年度の退職者の状況 

  指標７－２ 当該年度における定年退職者の状況 

７－２ 当該年度における定年退職者の状況に関する指標 

定年退職者 

①平均勤続年数 

  男性   女性 

 

   年    年 

②基本給額の平均 

  男性 

         円 

  女性 

         円 

 

【指標】 

 当該年度において定年退職した社員について、男女別に次の指

標を算定する。 

①退職時の勤続年数の平均 

②退職時の基本給額の平均 

 

 

 

Ⅷ．ワークライフバランス／ファミリー・フレンドリーに関する指標 

 Ⅷ―１．育児休業の取得状況 

  指標８－１ 育児休業の取得状況 

８－１ 当該年度における子の誕生に際しての女性社員の就業継続の状況に関する指標 

 

①育児休業取得者数 

  男性   女性 

 

     人    人 

②取得割合 

  男性   女性 

 

     ％    ％ 

【指標】 

 当該年度における男女別の育児休業の取得実績。 

①取得者数 

②取得割合 次式により算定。 

     〔育休を取得した社員数〕 

 〔育休対象の年齢の子どものいる社員数〕 

 

 

 

 Ⅷ―２．子育て等を契機に退職した女性社員の再雇用の状況 

  指標８－２ 子育て等を契機に退職した女性社員の再雇用の状況 

８－２ 子育て等を契機に退職した元女性社員の再雇用の状況に関する指標 

 

再雇用した女性社員の

人数 

 

    人 

 

【指標】 

子供の出産などを契機に退職した元女性社員を当該年度に再雇

用した人数。 

 

 

 

 

×100 
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Ⅷ―３．そのほかのワークライフバランス関連指標 

  指標８－３ そのほかのワークライフバランス推進施策の状況 

８－３ ワークライフバランス推進施策（両立支援策）の実施実績に関する指標（例示） 

 

（例）子育て期の短時間

勤務実施割合 

  男性   女性 

 

     ％    ％ 

【指標】 

（例）子育て期における短時間勤務制度が適用対象とする社員数

に対する実際の短時間勤務者の割合 

 

 ※その他自社の両立支援策の実施実績に関する指標を作成す

る。 

 

Ⅸ．「性中立」性に関する総合的指標 

 Ⅸ―１ 上記のほか、「性中立」的な人事労務管理を反映する状況 

９－１ 「性中立」的な人事労務管理を反映するその他の一般的な指標（例示） 

 

①平均勤続年数  

  男性   女性 

 

    年     年 

 

②役職者比率 

  男性 女性 

計 100 100 

一般   ％   ％ 

係長   ％   ％ 

課長   ％   ％ 

部長   ％   ％ 

 

③平均残業時間数  

 男性   女性 

 

    時間    時間 

【指標】 

①男女別平均勤続年数 

 

 

 

 

②男女別の役職者比率 

 男性社員数、女性社員数をそれぞれ 100 として、役職クラス

の階層別構成比を算出する。 

 

 

 

 

 

③男女別の平均残業時間数 

 

 

 

※コース別雇用管理などを行っている場合には、さらにその

区分ごとに算出することが望ましい。 

 

 Ⅸ―２ 平均でみた男女間賃金格差 

９－２ 平均でみた男女間賃金格差指数 

 

男女間賃金格差指数 

 

 

 

【指標】 

 次の算式で算定される賃金格差指数。 

    〔女性の平均賃金〕 

    〔男性の平均賃金〕 

 ※賃金は、基本給を標準形とする。そのほか月例給（残業代を

含まないもの、含んだもの）、賞与を含めた年収ベースなど

で計算され、分析されることが望まれる。 

×100 
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（別添２）インカム指標について（社員調査項目案） 

 

設問
番号

設問
1

まったく
そう思う

2
そう思う

3
どちらとも
言えない

4
あまりそう
思わない

5
全くそう
思わない

6
分からない・
知らない

1 当社では、新卒採用は性別に関係なく能力で選考していると思う □ □ □ □ □ □

2 当部署では、中途採用は性別に関係なく能力で選考していると思う □ □ □ □ □ □

3
（コース別管理制度を導入している企業の場合の質問です）
当社では、性別に関係なく総合職・一般職等のコースを管理していると思う（男性は
総合職、女性は一般職、という管理をしていないと思う）

□ □ □ □ □ □

4
（コース別管理制度を導入していない企業の場合の質問です）
当社では、男性は総合職的な仕事、女性は一般職的な仕事、例えば、営業は男性、
営業事務は女性、という管理をしていないと思う

□ □ □ □ □ □

5 当部署では、性別に関係なく能力や適性にあった配置や配属が行われていると思う □ □ □ □ □ □

6 当部署では、性別に関係なく人事異動が行われていると思う □ □ □ □ □ □

7 当部署では、性別に関係なく転勤（転居を伴う異動）が行われていると思う □ □ □ □ □ □

8 当部署では、性別に関係なく能力開発（研修等）を行っていると思う □ □ □ □ □ □

9 当部署では、人事制度全般は性別に関係なく運用されていると思う □ □ □ □ □ □

10
当部署では、評価や昇格、賃金は同じコースで同じ等級であれば男女とも同じだと思
う
（差がつくのは個人の能力によってであって性別には関係ないと思う）

□ □ □ □ □ □

11
当部署では、同じコースや同じ仕事をしている場合、性別に関係なく能力や成果で評
価していると思う □ □ □ □ □ □

12
当部署では、同じコースや同じ仕事をしている場合、性別に関係なく昇進（役職への
登用）が行われていると思う □ □ □ □ □ □

13
当部署では、同じコースや同じ仕事をしている場合、性別に関係なく昇格（資格等級
が上がること）が行われていると思う □ □ □ □ □ □

14 当部署では、性別による賃金差はないと思う □ □ □ □ □ □

15
当部署では、同じコースで同じ等級の場合、性別に関係なく適性や能力をみて仕事
配分（仕事の負荷）をしていると思う □ □ □ □ □ □

16
当部署では、残業が発生したら、性別に関係なく担当者や空いている人に割り振って
いると思う □ □ □ □ □ □

17
当部署では、仕事において慣行的に男女の固定的な役割分担は存在していないと
思う □ □ □ □ □ □

18 当部署では、育児・介護休業をとりにくい雰囲気はないと思う □ □ □ □ □ □

19
当部署では、以前よりも男女による格差は解消されていると思う
（元々ない場合は「まったくそう思う」にご回答下さい） □ □ □ □ □ □

20 自分は、仕事に対して満足している □ □ □ □ □ □

21 自分は、仕事とプライベートを比較したら、仕事を重視するのが理想的である □ □ □ □ □ □

22 上記について、実態は仕事にウエイトがある □ □ □ □ □ □
 


